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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局令和２年度以降の取組み①

○令和６年度からの時間外労働規制の適用に向け、「標準的な運賃」など各種制度
が整えられており、荷主・運送事業者が自主的に課題解決に取り組める環境を作
る。

各種制度の周知・浸透

○あらゆる機会を通じ「ホワイト物流」推進運動、標準的な運賃、輸送品目別ガイドラインの
周知・浸透を図る。
【標準的な運賃】
・「標準的な運賃」届出に向けて（解説書）を作成
・「標準的な運賃普及セミナー」、「原価計算活用セミナー」の開催
・鳥取県トラック協会会報誌「広報とらっく」へ特集記事を掲載
・鳥取県貨物適正化事業実施機関による巡回指導時に周知及び届出を促進
・荷主関係団体への周知・協力依頼（６団体）
・新聞、荷主業界専門誌へ広告を掲載
・荷主企業・荷主団体へ「標準的な運賃」の理解を求める文書及びパンフレットを送付
・「標準的な運賃」（基礎編／応用編）活用セミナー開催
・「中国運輸局 標準的な運賃」早見地図を作成し、配布
・燃料高騰対応を含む運賃の適正収受について荷主団体あて周知依頼文書を発出
・地方運輸局・運輸支局に相談窓口を設置
【ホワイト物流推進運動】
・「ホワイト物流推進運動オンラインセミナー」の開催（令和２年度：２回、令和３年度：６回）
・「物流改善に向けたガイドラインセミナー」の開催（令和３年度：全４回）
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局新聞・業界紙への掲載①

全日本トラック協会資料より抜粋
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局新聞・業界紙への掲載②

令和４年１月２５日から１か月間、Yahoo!JAPANのページでイン
ターネット広告を掲出 （全日本トラック協会）
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局新聞への掲載（日本海新聞）

標準的な運賃のPR特集
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局荷主関係団体等への要請行動

令和２年４月に告示したトラック事業の「標準的な運賃」を浸透させるため、一般社団法人鳥取県トラック協会会長、厚生労

働省鳥取労働局長、鳥取運輸支局長の３者連名により、全国農業協同組合連合会鳥取県本部をはじめとする県内の経済団

体等に対して「標準的な運賃」の周知に係る協力要請を行った。

鳥取県内の荷主団体等に対する要請行動

令和３年２月２４日
・鳥取中央農業協同組合
・鳥取県中小企業中央会
・鳥取商工会議所
・鳥取県商工会連合会

令和３年６月１０日
・全国農業協同組合連合会鳥取県本部
・鳥取県経営者協会

令和３年２月２４日
・鳥取中央農業協同組合
・鳥取県中小企業中央会
・鳥取商工会議所
・鳥取県商工会連合会

令和３年６月１０日
・全国農業協同組合連合会鳥取県本部
・鳥取県経営者協会

R3.4 R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12
鳥取 7.9% 43.4% 50.3% 53.3% 57.3% 58.9% 60.3% 61.3% 65.2%
中国 17.7% 25.8% 48.7% 57.4% 67.1% 70.9% 73.4% 74.8% 75.7%
全国 13.2% 17.8% 23.6% 27.4% 31.4% 34.8% 37.7% 40.0% 42.1%
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局令和２年度以降の取り組み②

【令和２年度】
トラック輸送状況の実態調査を実施（令和３年１月～３月）
（荷主／運送事業者／トラックドライバーを対象）
【令和３年度】
働き方改革関連法に基づく各種取組みに関する認識度、浸透度及び実施状況等
について実態調査を実施（荷主／事業者を対象）（令和４年２月）

荷主・運送事業者の実態調査
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局
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運送事業者向け実態調査
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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局運送委託者（荷主）向け実態調査

8



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局来年度に向けて

○令和６年度からの時間外労働規制まで残り２年となることから、引き続き荷主・運送事
業者が自主的に課題解決に取り組める環境を整える必要がある。
○鳥取県内における環境整備への課題を把握するとともに、「標準的な運賃」の更なる認
知やトラック運送事業者からの改善提案等も踏まえ、その対策について検討する。

上記を踏まえた取組みについて

○トラック運送事業者の環境整備・改善支援
トラック運送事業者が適正運賃の収受や荷主への輸送の改善の提案・アプローチを行う
ことができる環境整備を図る。
・「標準的な運賃」の実勢運賃への反映状況について実態把握
・原価計算の普及推進
・輸送対象品目を選定し、改善に向けた取組みを検討
○各種制度の周知・浸透
引き続き標準的な運賃、ホワイト物流推進運動、各種ガイドラインなど一般消費者を含
め荷主等への周知・浸透を図る
・関係省庁・関係団体と連携したセミナー、説明会の開催
・荷主や一般消費者に向けた啓蒙を目的とした新聞広告など
・改善基準告示の改正が予定されていることから、働き方改革関連法を含めセミナー等
を通じて情報提供や周知徹底
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令和２年度以降の取組み（鳥取労働局）

〇 鳥取、米子、倉吉の各労働基準監督署に「労働時間相談・支援

コーナー」を設置（平成30年４月～）。

〇 労働時間相談・支援コーナーでは、中小企業事業主向けに時間

外・休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般や時間外労

働削減に向けた取組について、相談・支援を実施。

〇 中小企業事業主から希望に応じて、労働基準監督署の労働時間

相談・支援班による個別訪問を実施。

〇 時間外労働の上限規制等の働き方改革関連法に関する説明会を

定期的に実施。

〇 道路貨物運送業を中心に、事業主や労務管理担当者に労働基準

関係法令の理解を深めていただくことやドライバーの労働条件等

の改善のための取組を自主的に行っていただくことを目的として、

労働時間管理適正化指導員による個別訪問（無料）を実施。

労働時間管理適正化指導員による個別訪問

鳥取労働局

労働基準監督署の労働時間相談・支援班の取組
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来年度に向けて（鳥取労働局）
鳥取労働局

＜今後の動向＞

▷ 令和４年１２月 改善基準告示改正(予定)

※改善基準告示は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、

すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等の基準を、平成元年に大臣告示と

して制定したもの。

▷ 令和５年４月 中小企業への月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

※中小企業への猶予措置が令和５年３月31日で廃止

▷ 令和６年４月 時間外労働の上限規制適用、改善基準告示施行

〇 各労働基準監督署の労働時間・相談支援班による相談・支援を実施。

〇 労働時間管理適正化指導員による労務管理のアドバイスのため個別訪問を実施。

〇 来年度、改善基準告示が改正されることを踏まえ、関係団体や関係行政機関と連携して、運輸

交通業の事業主向けに説明会を開催する予定。

来年度の鳥取労働局の取組
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